
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  公益財団法人山梨県環境整備事業団(第四次)改革プラン 

（経営健全化方針）の実施状況 
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１ 令和６年度事業概要 
 

 

（１）山梨県環境整備センター（明野処分場）について 
 

環境整備センターについては、平成２１年５月に公共関与による管理型の廃棄物最

終処分場として操業を開始したが、二度の漏水検知システムの異常検知の発生により、

平成２５年１２月に施設の閉鎖を決定し、平成２７年１月に最終覆土が完了した。現

在は、施設の安全性に十分に留意しながら浸出水処理等の維持管理を行っている。 

令和６年度は、処分場周辺の生活環境への影響を調査するため、浸出水等の水質検

査等の環境モニタリングを定期的に実施したが、生活環境への異常は認められなかっ

た。 

 

（２）一般廃棄物最終処分場（かいのくにエコパーク）について 
 

笛吹市境川町の処分場については、県内に一般廃棄物の最終処分場がない状況等を

踏まえ、県内全市町村の一般廃棄物を対象とする処分場として山梨県市町村総合事務

組合（以下、組合）により整備され、平成３０年１２月から操業を開始した。 

環境整備事業団は、廃棄物処理法第１５条の６に基づき、組合からの委託を受けて、

整備・運営を行っていくことになり、平成２４年５月には、組合と協定を締結し、県

内の一般廃棄物処理体制の整備に向け、組合と一体となり事業に取り組むこととした。 

   令和６年度は、県内の市町村等から排出される焼却灰等の受入れを行うとともに、

処分場周辺の生活環境への影響を調査するため、周辺地下水等の水質について環境モ

ニタリングを定期的に実施したが、生活環境への異常は認められなかった。 

 
※一般廃棄物最終処分場の施設概要 

 

※廃棄物の受入状況 

県内各排出自治体からの廃棄物の受入状況は以下のとおり。 
【廃棄物受入実績 ※各項目を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある】     （単位：ｔ） 

 

施設 一般廃棄物最終処分場 浸出水処理方式 アルカリ凝縮沈殿法

設置場所 笛吹市境川町上寺尾地内 浸出水処理能力 約１２０㎥/日

全体面積 約１２．５ha

埋立面積 約２．９ha

全体埋立容量 ３０．２万㎥

廃棄物埋立量 約２２万㎥

埋立方式 サンドイッチ＋セル方式 埋立開始日 平成30年12月3日

埋立構造 準好気性埋立 埋立完了予定日 令和20年11月30日

遮水構造
底辺部：２重遮水シート＋水密アスファルトコ
           ンクリート
法面部：２重遮水シート
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２ 令和６年度決算について 

 

（１）損益の状況 
 

一般正味財産増減の部のうち、経常収益３億３千１百万円余は、県からの補助金、

指定正味財産からの振り替え、受託事業に係る委託料収入、管理費負担金収入、維持

管理引当金取崩収入等であった。維持管理引当金取崩収入は維持管理引当金の一部を

令和６年度の環境整備センターの維持管理費に充てるため取崩したものである。 

経常費用３億３千１百万円余は、施設の減価償却費、委託費等であった。 

環境整備センターの閉鎖に伴い、基幹収入である料金収入は０円であるが、県から

事業団の財務基盤の安定を図ること等を目的として９千１百万円余の財政支援を受け

たため、経常収益計から経常費用計を差し引いた当期経常増減額は０円となった。 

当期経常外増減額は０円であるため、当期経常増減額と当期経常外増減額を合計し

た当期一般正味財産増減額は０円となった。   

指定正味財産増減の部については、施設の減価償却に応じて一般正味財産へ振り替

えを行った。 

  これらの結果、正味財産期末残高は、９千２百万円余となった。 
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※正味財産増減計算書（前年度比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

※正味財産増減計算書（会計別） 
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（２）資産及び負債の状況 
 

事業団が保有する資産は、流動資産２億６千９百万円余、環境整備センターの建物

等の固定資産２億８千７百万円余など、合計５億５千６百万円余となった。 

負債は、流動負債４億５千３百万円余、維持管理引当金の固定負債１千万円余、 

合計で４億６千４百万円余となった。 

また、正味財産は、９千２百万円余となった。 

 

 

 

※貸借対照表 
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３ 経営改善に向けた取り組みについて 
 

  

（１）環境整備センターの維持管理コストの縮減 

 
第一次改革プランでのコスト縮減策として導入した長期継続契約について、浸出水

処理施設運転管理等業務委託や機械警備業務委託において引き続き実施した。また、

浸出水の状況に応じて、水処理施設の運転をきめ細かく管理することにより、電気料

等の縮減を図った。 

 

（２）要員計画の見直し 
 

令和６年度は県派遣職員等８名の体制となっており、前年度と対比して、人員に増

減はないものの、効率的な運営を図れるよう、今後も事業内容を考慮した人員の配置

を行う等適宜見直しを行っていく。 

 

（３）経営支援補助金について 

 
 １ 経営支援補助金の概要 

   事業団の財務基盤の安定を図るため、事業団が事業主体となって実施した廃棄物最

終処分場の整備・運営事業等により生じた事業損失を補填するための補助金である。 

    

 ２ 令和６年度の決算 

令和６年度の事業損失は、約８千７百万円となり、県は損失を補填するため、同額

の経営支援補助金を交付した。 
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経営健全化方針に基づく取組状況（令和７年度） 

 

○法人名：公益財団法人 山梨県環境整備事業団 

 

○経営健全化方針を策定した理由 

・本県では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の将来負担比率に算入された額（県負担見

込額）の状況等から、（公財）山梨県環境整備事業団を含む経営が悪化していると判断された５法人（注

１）について、弁護士、公認会計士、学識経験者等の外部の専門家を含めた「山梨県出資法人経営検討

委員会」を設置し、改革の方向性等の検討を行い、その検討結果に基づき、「改革プラン」を策定し、

必要に応じ改定を行ってきました。 

・総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成 30 年 2 月 20 日付け総財公第

26号総務省自治財政局公営企業課長通知）により、相当程度の財政的リスクが存在する第三セクター等

と関係を有する地方公共団体は、抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経

営健全化のための方針（以下「経営健全化方針」という。）」の策定・公表が求められたところ、本県で

は、「公益財団法人山梨県環境整備事業団改革プラン」に基づき、当該法人に対し、経営支援補助金の

交付、短期無利子資金の貸付、市中金融機関等からの借入金に対する損失補償等の財政的支援を行って

いることから、経営健全化方針の策定要件（４）「その他、各地方公共団体において、経常収支など当

該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である法人」に該当するものと判断し、「公益

財団法人山梨県環境整備事業団改革プラン」を「経営健全化方針」としても位置付け、引き続き抜本的

改革を推進することとしました。 

（注１）山梨県土地開発公社、（公財）山梨県環境整備事業団、（公財）山梨県農業振興公社、 

山梨県住宅供給公社、（公財）山梨県林業公社（林業公社については平成 28年度解散） 

 

○財政的リスクの状況 

 平成 29年度決算 

（注２） 

令和５年度決算 

（注３） 

令和６年度決算 

（注３） 

損失補償、債務保証及び短期

貸付けの合計額（Ａ） 
486,318千円 386,200千円 378,600千円 

標準財政規模（Ｂ） 261,114,964千円 270,856,606千円 274,969,974千円 

実質赤字比率 3.75％ 3.75％ 3.75％ 

（Ａ）／（Ｂ） 0.19％ 0.14％ 0.14％ 

 

（注２）経営健全化方針の策定が必要となった決算年度の数値 

（注３）直近２年間の決算年度の数値 
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